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政府首相は、企業の社債発行に関する政令第 163/2018/ND-CP号（163号政令）の一部を改正・補足する政

令第 81/2020/ND-CP号（81号政令）を公布した。81号政令は 2020年 9月 1日に施行される。社債に関する

規制を強化した背景には、金融機関が中・長期融資に充てる短期資金の上限比率引き下げなどを規定したベ

トナム国家銀行通達第 22/2019/TT-NHNN 号が本年 1 月から施行されるなど、商業銀行による不動産融資が

抑制されているため、社債発行により資金調達するケースが増加しているという状況があると見られる。本

稿では、81号政令の主要な内容を紹介する。 

 

1. 国内・海外起債における投資家数 

81号政令は、ベトナム国内と国外の社債発行に対する規制の区別を明確化するため、国内で発行される社

債は、163号政令に定める通り、発行後 1年以内（私募債については 1年経過後においても）における投資

家数を 100人未満（プロの投資家を含まず）に限るが、海外起債の場合は当該海外市場の規定に従うと規定

した。 

 

2. 国内社債発行の条件 

163 号政令は、国内社債発行の条件として、▽会社設立日から少なくとも 1 年間事業活動していること▽

社債発行年の前年度の監査済み財務報告書があること▽証券法上の公開会社の場合、同法上の証券発行要件

を満たしていること▽管轄当局により社債発行計画が承認されたこと▽社債発行前の直近 3 年間に社債の元

本および利息（もしあれば）を全額支払ったこと▽発行期間中、法定の財務安全率と健全性比率を満たすこ

と、などを規定しているが、81号政令は、さらに、▽証券会社・金融機関その他社債発行コンサルティング

業務を認可された事業者との間で社債発行コンサルティング契約を締結すること▽社債発行時点における

私募による社債発行総残高が、管轄当局により社債発行計画が承認された時点における直近の財務報告書に

記載される株主資本の 5倍を上回らないこと▽発行の間隔は最低 6か月あること、などを追加した。 

 

3. 社債発行の申請書類 

81号政令は、163号政令に定める社債発行申請書類に加え、社債発行前に開示された情報に十分にアクセ

スし、社債を購入することにより生じるリスクを理解した旨の投資家の確約を含む社債購入契約書を提出し

なければならないとした。 
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163号政令は、社債の発行予定日の少なくとも 10営業日前までに、発行企業に対し、社債の購入を登録し

ている投資家に対して情報を開示し、かつ当該情報開示の内容を証券取引所に送付することを義務付けてい

るが、81号政令はその期間を 10営業日から 3営業日に短縮した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご質問は下記まで： 

[ ホーチミンオフィス ] 

岡田英之 Hideyuki Okada／小林 亮 Ryo Kobayashi／Nguyen Thi Hong Phuc／Le Thi Bich Tram 

Tel: +84-28-6299-0666 
Email:  hochiminh@tmi.gr.jp 

[ ハノイオフィス ] 
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Tel: +84-24-3826-3826 
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